
全Ｌ協保安・業務Ｇ２第１８号 

令和２年１２月８日 

 

正 会 員 各 位 

 

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

 

福島県郡山市での爆発事故の発生を受けた注意喚起について（お願い） 

 

 

標記につきまして、経産省ガス安全室より別紙のとおり、要請がありました。 

要請の概要は、「業務用施設における直近の定期点検調査等において、配管の

腐食状況等を確認できていないものがある場合、あらためて調査を実施し、腐食

等があれば確実に改善すること」。さらに、「消費者が改善に応じない場合は、消

費者の所在する都道府県の所管窓口にその旨を連絡し、都道府県行政の基準適

合命令をもって改善を促すことを求める」ものです（令和３年３月末まで）。 

 

なお、要請事項の詳細については、別紙及び会員事業者向けの対応フローを、

ご参照ください。 

 

本件の対応についてご負担をおかけすることと存じますが、社会的影響や、業

界の今後の対応が世間から引き続き注視されている状況であることを踏まえ、

都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては関

係者に対し、対象施設の調査及び該当設備の改善の徹底について、ご周知くださ

いますよう、宜しくお願いいたします。 

 

 

以 上 

 

 

発信手段：Ｅメール 

担当：保安・業務グループ 髙木、瀬谷、橋本 

  



要請事項の会員事業者向け対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都道府県協会におかれましては、会員事業者より報告があった場合には、全国ＬＰガス協会にご一報く

ださいますようお願いいたします（令和３年３月末まで）。 

 

業務用施設において、直近の法定点検・

調査で、配管設置状況や腐食状況が確

認できていない消費先があるか。 

捕捉 

① 業務用施設とは今回

の事故の対象となっ

た業務用厨房施設及

び、それに類する施

設を指す。目安とし

ては、ＳＢメータが

設置されている規模

の業務用施設。 

② 上記においては、定

期点検調査等で配管

腐食確認を実施して

いると思われるが、

調査票上の点検調査

記録がない、また

は、記録はあるが、

実際は確認していな

い場合は、該当消費

先となる。 

報告必要なし 

特に、配管腐食の確認に留意して点検

調査を実施。 

消費者が改善に応じない 

該当する消費先がある 該当する消費先がない 

調査の結果、消費設備技術基準不適合 

調査の結果、消費設備技術基準適合 

当該消費設備の所有者又は使用者に改

善を要請（再調査） 

改善完了、または改善の見通しがある 

消費先が所在する都道府県窓口へ連絡

し基準適合命令を促す。 

同時に、都道府県協会を通じて、全Ｌ

協に報告（様式指定なし） 
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